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第２編  東京都教育委員会の危機管理 
 
 

第１章 緊急時の連絡体制 
 

災害時の連絡 

災害時においては、的確・迅速な応急対策を講ずるため、緊密な連絡が重要である。そのため、本

庁、事業所及び都立学校における職員の迅速な連絡手段を確立するために「災害時等緊急連絡システ

ム」を運用している。その他、TAIMSによる連絡､固定電話による連絡､SNS等のソーシャルメディア、

統合型学習支援サービスの利用等による連絡を重層的に活用することとする。 

 
  連絡手段・方法 

１ TAIMSの活用 

TAIMSは、①一般のプロバイダーとは違い都庁関係者だけなので、災害時に一斉にメールが集中して

サーバーがダウンする可能性が低い、②エクセル、ワード、写真などを添付することができるため、電

話不通時であっても、詳しい状況を連絡・報告することができる。停電時には、外部との連絡用及び情

報収集用端末の運用のため、非常用発電機を活用する。 

２ 災害時等緊急連絡システムの活用 

災害時等緊急連絡システムの特徴として、①本庁から一斉に連絡することができる、②携帯メールを

使用することができるので、自宅や外出先で受信できることなどが挙げられる。また、被害状況を収集

することができる。 

 

※ 災害時等緊急連絡システムの概要 

ア 各都立学校の管理職及び学校危機管理担当者の携帯電話のメールアドレス並びにTAIMS組織端末、

本庁及び所の管理職と学校危機管理担当者の携帯電話のメールアドレスをあらかじめ登録しておき、

その携帯電話及びTAIMS組織端末に対して本庁からメールによる連絡を発信する。 

イ 対象は、各都立学校の管理職及び学校危機管理担当者の５名程度及び本庁、学校経営支援センター

などの所の管理職と危機管理担当者を合わせて約1,900名である。 
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学校 

学校 保護者 

学校危機管理 

担当者 

学校管理職 

地域緊急連絡員 

  

② 参 集 
  

 

学校経営支援 

センター 

①災害時等緊急連絡システ

ム等による召集（震度６

弱以上は自動参集） 

 

②参 集 

所管理職 

危機管理 

担当者 

 

所 

①災害時等緊急連絡システ

ム等による召集（震度６

弱以上は自動参集） 

②
参
集 

③状況の連絡・報告 

③状況の連絡・報告 

③状況の連絡・報告 

③状況の連絡・報告 

東
京
都
災
害
対
策
本
部 

教育庁災害対策本部 

所管課  総務課 

①災害時等緊急連絡システ

ム等による召集（震度６

弱以上は自動参集） 

各部危機管理 

担当者 本庁管理職 

④児童生徒の安否確認 

⑤災害即応態勢時の召集（震度５

強で管理職及び危機管理担当者

は自動参集） 

「都立学校の緊急時」の対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 災害発生時には、本庁から災害時緊急連絡システム等により、都立学校教職員等へ参集の指示を行

う(震度６弱以上のときは全員が自動参集)。なお、学校本部長（校長）が必要と認めたときには、同シ

ステムにより職員を参集させることができる。 

② 各都立学校において定める学校危機管理計画に基づき、それぞれ学校に参集する。 

③ 参集後、本庁から学校経営支援センター、所に対して児童・生徒等の安否、教職員等の安否、教職

員等の参集状況及び施設の被災状況を確認し、報告するように指示する。学校経営支援センターは学

校から状況を報告させ所管課に対して報告する。所にあっては施設の被災状況等について所管課に報

告する。学校経営支援センターは学校に対して情報の提供を行うとともに指示を行う。 

④ 学校は携帯電話、災害伝言ダイヤル等複数の連絡手段を活用して保護者に児童・生徒等の安否につ

いて確認を行う。 

⑤ 夜間・休日等の勤務時間外において震度５強を観測した場合、管理職及び危機管理担当者は自動参

集する必要がある。 
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【学校危機管理担当者】（教職員） 

夜間・休日の発災に備えて、学校から５km以内又は学校の近辺に居住する教職員の中から複

数名を指定する。学校危機管理担当者は、夜間･休日等の災害発生時には自宅及び家族の安全を

確認した上、発災時には、いち早く学校に参集して、情報収集及び関係機関・保護者等との緊

急連絡に当たる。 

【地域緊急連絡員】（地域住民） 

校長は、夜間・休日の発災に備えて、PTA・学校運営協議会、地域の防災市民組織又は自治会

等と協議し、「地域緊急連絡員」を選出する。地域緊急連絡員は、発災時にはいち早く学校に駆

けつけて、学校危機管理担当者と共に都立学校の初期危機管理活動を支援する。門扉が施錠して

ある場合には鍵を開け、避難住民を校庭に集合させる。また、学校教職員・区市町村職員に協力

して、情報収集及び緊急連絡等に当たる。 
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第２章 教職員の参集 
 

東京都教育委員会災害対策要綱及び東京都地域防災計画（令和５年修正）に定めるとおり、教職員

等は、非常災害の場合において、自宅及び家族の安全を確認した上、次のとおり参集しなければならな

い。 

 
１ 非常配備態勢と特別非常配備態勢 

災害が発生した場合、発災初期の活動態勢を確保するため、災害の被害その他の状況に応じて「非常

配備態勢」、「災害即応態勢」及び「特別非常配備態勢」の３種類の配備態勢が発令される。 

（次ページ参照） 

(1) 非常配備態勢 

被害その他の状況により、本部長（教育長）が必要と認めたときに発令する。なお、学校本部長

（校長）が必要と認めたときには、学校危機管理担当者等を参集させることができる。 

（適用する災害） 

・ 勤務時間内に発生した地震 

・ 勤務時間外に発生した震度５強以下の地震 

・ 島しょ地域で発生 した地震 

・ 風水害、火山災害 

・ 大規模事故災害等 

(2) 災害即応態勢 

  夜間・休日等の勤務時間外において、震度５強の地震（島しょ地域を除く。）が発生したときに発

令する。危機管理主管部課長等（本庁）、管理職及び危機管理担当者（学校）は参集する。 

(3) 特別非常配備態勢 

夜間・休日等の勤務時間外において、震度６弱以上の地震（島しょ地域を除く。）が発生したとき

に発令する。発令形式は、自動発令とする。 
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夜間休日等の勤務時間外に地震が発生した場合の行動フロー 

 

 
 

地 震 発 生 ★テレビ・ラジオを付け、 

 正確な情報を把握する。 
★震源位置、規模等把握 

 
 
 
 

気象庁発表震度 
 

 

特別非常配備態勢 非常配備態勢 
 

 
 

震度6弱以上 震度5強以下 
 
 
 
 

★自宅・家族の安全確保 

★近隣の被害状況を把握 

★地震情報、交通機関 

 情報把握 

★携行品確認 

 
自動発令
で全教職
員等参集  

 
 

 

待 機 
 
 
 
参集連絡 
がある場 
合は参集 

 
 
 
 
★非常配備態勢が発令 
される場合に備えて、 
連絡待機 

★態勢は各所属の連絡 
網で連絡 参 集 

※災害即応態勢 

 夜間・休日等の勤務時間外において、震度５強の地震（島しょ地域を除く。）が発生

したときに発令する。危機管理主管部課長等（本庁）、管理職及び危機管理担当者

（学校）は参集する。 
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２ 非常配備態勢の発令基準 

種類 発令用件 発令形式 態勢の内容 

非
常
配
備
態
勢 

被害その他の状況により、

校長が必要と認めたとき。 

（適用する災害）。 

・勤務時間内に発生した

地震 

・勤務時間外に発生した

震度５強以下の地震 

・島しょ地域で発生した

地震 

・風水害、火山災害 

・大規模事故、原子力災

害 

・Ｊアラート 

・テロ、新興感染症

（SARS、新型インフ

ルエンザ）、その他 

個別 
発令 
（注） 

災害の種類に応じて、校長がその都度定める態勢 

 

※勤務時間内に震度６弱以上の地震（島しょ地区を除く。）
が発生した場合は、全員が非常時優先業務に従事する。 

災
害
即
応

態
勢 

夜間・休日等の勤務時間外

において、震度５強の地震

（島しょ地域を除く。）が

発生したとき。 

自動 
発令 

危機管理主管部課長等（本庁）、管理職及び危機管理担当者
（学校）は参集する。 

特
別
非
常
配
備
態
勢 

夜間・休日等の勤務時間
以外において、震度６弱
以上の地震（島しょ地域
を除く。）が発生したと
き。 

自動 
発令 

全職員の一斉参集による態勢 
～東京都災害対策要綱～ 
（配備職員の区分） 
 

（配備職員の指定基準） 

当該職員が所属の
発災から72時間ま
での役割 

居住地から勤
務地までの距
離 

配備職員の
指定区分 

 
参集場所 

 
全員が、教育庁
としての非常時
優先業務に従事
する。 

10km以内 第一配備職員 当該職員の所属 

10km超 

20km以内 
第二配備職員 当該職員の所属 

20km超 
特例配備職員 

あらかじめ指定され

た都立学校 

※特例配備職員については、勤務地への参集が不可能な場合は、あ

らかじめ定める都立学校に参集して非常時優先業務に当たる。 

※また、第一配備職員及び第二配備職員であっても、道路の被害状

況等によって所属への参集が困難となった場合は、その地点から

直近の都立学校等に参集して当該校長の指示の基に非常時優先業

務に当たる。なお、その際には自らの所属にその旨を連絡する。 

区 分 役  割 

第一配備職員 発災後、最初に所属組織へ到着し、当該
所属組織が分掌する非常時優先業務に従
事する。 

第二配備職員 所属組織へ到着後、第一配備職員と共に
非常時優先業務に従事する。 

特例配備職員 勤務地へ参集が不可能な場合には、あら
かじめ指定された都立学校に参集し、当
該校長の指示の基に被災者の救助、避難
所運営支援等に当たる。 

（注）個別発令とは、災害の種類や被害の状況等に応じて、その都度、校長が態勢の内容を具体的に定めて行う発令をいう。また、

夜間・休日等の勤務時間外に震度6弱以上の地震（島しょ地域を除く）が発生した場合は、災害対策本部が自動的に設置される
ものとし、非常配備態勢についても本部の自動設置に連動して発令されるものとする（自動発令）。 
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３ 特別非常配備態勢のイメージ図 
 
 
 
 

第一配備職員 特例配備職員 
 

 
 
 
 
 

20km超 
 

 

Ａさん 

自宅から勤務校まで

10km以 内なので勤務

校へ参集する。 

勤務校に参集 

10km以内 

都 
立 
学 
校 
等 

Ｃさん 

自宅から勤務校まで20km超

で勤務校に参集することが

不可能 な場合、自宅から直

近の指定された都立学校へ

参集し、当該校長の指示の基

に応急対策活動に当たる。 
 
 

直近の指定された 

都立学校に参集 
 

 
 
 
 
 
 

 
10kmを超え20km以内 

 
 

 

都立△△学校 

勤務校に参集 
 

 
 

第二配備職員 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂさん 

自宅から勤務校ま

で 10kmを超え20km以

内なので勤務校へ参

集する。 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



第 
2 
編 

 

 26 

４ 震度５弱以下の場合の教職員等参集態勢 

震度６弱、震度５弱、震度４以下の三つの場合に分けて示す。 

(1) 震度６弱が、島しょを除く東京都内の一つ以上の区市町村において観測されたとき。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 状 況 屋内 屋外 木造建築 
鉄筋コンクリ
ート建造物 

ライフライン 地 盤 

被

害

の

程

度

 

       

実 
 
 

例 

  

平成２３年３月の東日本大震災では、東京都で震度５強を記録した。人的被害は、九段会館での天

井落下や町田市のスーパー駐車場壁崩落等で７人の死亡、物的被害は都では前記のほか３２件の火災

の発生であったが、浦安市では液状化による道路陥没及び地盤沈下による建物の傾き被害があった。 

学校では人的被害はなく、施設等で①窓ガラス破損、②体育館照明の不具合、③渡り廊下接合部の

破損等があったが、被害は軽微であった。 

また、島しょを除く全ての都立学校で災害時帰宅支援ステーションを開設し、約６，０００人の帰

宅困難者と約８，５００人の児童・生徒等を保護した。 

令和３年１０月７日の千葉県北西部を震源とする地震では、足立区で震度５強、大田区・町田市で

震度５弱を記録した。人的被害は、重症１名、軽傷４名であったが、死者は発生しなかった。電力の

停電はなかったが、一部地域において、水道管の破損による漏水が発生し、ガス、通信関係の被害は

なかった。また、都内３か所において、一時滞在施設を開設し、５３名を受入れた。 

 

対 
 
 

応 

 

１ あらかじめ所属で定められた参集態勢に基づき、自宅・家族の安否を確認後、なんらの連絡を待

たず勤務する学校に参集する。 

２ 参集者は、人的被害、物的被害の有無を点検し、緊急の対応とその報告に当たる。 

３ 管理職は、必要と思われる教職員に応援を求める。 

地
割
れ
が
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。 

震
度
５
弱
に
同
じ
。
震
度
６
強
程
度
以
上
の
揺
れ
と
な
る
地
震
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
広
い
範
囲
で
、
ガ
ス
、
水
道
、
電
気
の
供
給

が
停
止
す
る
こ
と
が
あ
る
。
通
信
事
業
者
に
よ
り
災
害
用
伝
言
板

な
ど
の
提
供
が
行
わ
れ
る
。 

耐
震
性
が
低
い
建
物
等
は
、
壁
、
梁
、
柱
な
ど
の
部
材
に
、
ひ
び
割

れ
・
亀
裂
が
多
く
な
る
。
耐
震
性
が
高
い
建
物
等
で
も
、
壁
、
梁
、

柱
な
ど
の
部
材
に
、
ひ
び
割
れ
・
亀
裂
が
入
る
こ
と
が
あ
る
。 

耐
震
性
が
低
い
建
物
等
で
は
、
壁
な
ど
の
ひ
び
割
れ
・
亀
裂
が
多
く

な
る
。
瓦
が
落
下
し
た
り
、
建
物
が
傾
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

倒
れ
る
も
の
も
あ
る
。
耐
震
性
が
高
い
建
物
等
で
も
、
壁
な
ど
に
軽

微
な
ひ
び
割
れ
・
亀
裂
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

壁
の
タ
イ
ル
や
ガ
ラ
ス
が
破
損
、
落
下
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

固
定
し
て
い
な
い
家
具
の
大
半
が
移
動
し
、
倒
れ
る
も
の
も
あ
る
。

ド
ア
が
開
か
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。 

立
っ
て
い
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。 
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(2) 震度5弱が、島しょを除く東京都内の一つ以上の区市町村において観測されたとき 

 

状 況 屋内 屋外 木造建築 
鉄筋コン
クリート 

建造物 
ライフライン 地 盤 

被

害

の

程

度

 

       

対 

応 

１ 物的被害発生の可能性はあるが、人的被害の発生の可能性は低い。 

２ 震度５弱を観測した区市町村区域内にある学校の管理職・危機管理担当者は被害情報の収集

に当たり、人的被害、物的被害の有無を点検し、緊急の対応とその報告に当たる。 

３ 管理職は、必要と思われる職員に応援を求める。 

 

 

(3) 震度４が、島しょを除く東京都内の一つ以上の区市町村において観測されたとき 

対 

応 
１ 震度４以下では、人的・物的被害の発生の可能性は少ない。 

２ 学校は参集態勢の対象外とする。 

ただし、児童・生徒等の安全確保は、参集の有無とは別であり、始業前の施設・設備の安全

点検を必ず実施し、緊急の対応とその報告に当たる。 

 

＜注意事項＞ あらかじめ参集の要否を心得ておくことが大切であり、基準を示した。 

       必要最小限の参集態勢であり、決して十分な参集態勢を示したものではない。 

 

 

 

 

 

 

亀
裂
や
液
状
化
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。 

遮
断
装
置
が
作
動
し
、
ガ
ス
の
供
給
を
停
止
す
る
。
断
水
・

停
電
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
る
電
話
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等

に
よ
る
安
否
確
認
、
見
舞
い
、
問
合
せ
が
増
加
し
、
電
話
等

が
つ
な
が
り
に
く
い
状
況
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
る
。
エ
レ
ベ

ー
タ
ー
は
、
安
全
の
た
め
自
動
停
止
す
る
。
運
転
再
開
に

は
、
安
全
確
認
な
ど
の
た
め
、
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
あ

る
。 

― 耐
震
性
が
低
い
建
物
等
で
は
、
壁
な
ど
に
軽
微
な
ひ
び
割

れ
・
亀
裂
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

ま
れ
に
窓
ガ
ラ
ス
が
割
れ
て
落
ち
る
こ
と
が
あ
る
。
電
柱
が

揺
れ
る
の
が
わ
か
る
。
道
路
に
被
害
が
生
じ
る
こ
と
が
あ

る
。 

電
灯
な
ど
の
つ
り
下
げ
物
は
激
し
く
揺
れ
、
棚
に
あ
る
食
器

類
、
書
棚
の
本
が
落
ち
る
こ
と
が
あ
る
。
座
り
の
悪
い
置
物

の
大
半
が
倒
れ
る
。
固
定
し
て
い
な
い
家
具
が
移
動
す
る
こ

と
が
あ
り
、
不
安
定
な
も
の
は
倒
れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

大
半
の
人
が
、
恐
怖
を
覚
え
、
物
に
つ
か
ま
り
た
い
と
感
じ

る
。 
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第３章 指示系統 
 
災害時には通信手段が制限されるとともに情報が錯そうして混乱する中、迅速かつ適切な対応が求め

られる。このことから、災害時には、原則として校長が学校種別や被害状況、地域の実情等に応じて速

やかに判断し、対応する必要がある。 

校長が判断すべき事項、学校経営支援センターが判断すべき事項、本庁が判断すべき事項をそれぞれ

次のとおり例示した。例示事項のほか、本庁及び学校経営支援センターが特に必要と認める事項につい

ては、校長はその指示に従う。 

本庁から学校への指示は、原則として学校経営支援センターを経由して行うが、迅速な指示や情報提

供などが必要な場合には本庁から学校に直接指示することも考えられる。また、対応に急を要する場合

には、学校から直接本庁に連絡するなど、迅速かつ柔軟に対応しなければならない。 

なお、本庁や学校経営支援センター等と連絡がとれない場合で、速やかに対応しなければ重大な問題

等が予想される場合には、通信等が回復するまでの間、下記区分に関わらず校長が判断することとなる。

校長が不在の場合は、職務代理順位に従い、副校長等が職務を代理する。 

学校、学校経営支援センター及び本庁は、指示や連絡等にあたり、その内容について相互に情報共有

を図ることとする。 

 

【校長（職務代理者を含む）が判断すべき事項】 

○ 校内での児童・生徒等の避難場所等を決定し、教職員に指示すること。 

○ 学校災害対策本部の設置（教育庁災害対策本部が設置された場合には自動設置） 

○ 教職員の参集・配備態勢（震度６弱以上は自動参集） 

○ 保護者と連絡が取れた児童・生徒等の帰宅の可否。（本庁からの判断基準を踏まえ、交通機関の

運行状況、周辺の被災状況、児童・生徒等の家族構成及び自宅までの道路状況等を確認し、判断す

る） 

○ 児童・生徒等の保護や帰宅困難者受け入れにかかる施設利用の可否 

○ 災害時帰宅支援ステーションの開設・閉鎖（なお、閉鎖に当たっては、本庁・学校経営支援セン

ターと連携・調整する。） 

○ 一時滞在施設及び災害時帰宅支援ステーションの管理･運営 

○ 備蓄物資の配布（一時滞在施設用、災害時帰宅支援ステーション用、児童・生徒等・教職員保護

用の物資を備蓄しているが、発災時の状況を鑑みて、それぞれの備蓄物資を計画的に配布する。な

お、避難所用備蓄物資の配布については事前に区市町村と調整しておく。） 

○ 児童・生徒等のボランティア参加の可否（避難所、一時滞在施設、災害時帰宅支援ステーション

の管理運営に参加させるかについて、避難住民、帰宅困難者の受け入れ状況と、児童・生徒等の状

況を考慮し、判断する。） 

○ 感染症等にかかった児童・生徒等、帰宅困難者等への対応（感染症にかかっているか明確に判断

できない児童・生徒等及び帰宅困難者等の場合でも、他の児童・生徒等又は帰宅困難者等から隔離

した場所に避難させるなどして、大量感染を回避する。） 

○ 所属に参集することが困難なために参集してきた他校教職員等の配置（各教職員の参集状況等を

確認し、配属する。） 

 

【学校経営支援センターが判断すべき事項】 

○ 学校への応援職員の派遣・調整 

 （本庁への派遣要請、学校経営支援センター職員の派遣割振り、学校間の派遣調整等） 

 

【本庁が判断すべき事項】 

○ 校長の判断に関する基準（一斉帰宅抑制の際の児童・生徒等保護・帰宅にかかる考え方等） 

○ 教職員の職場待機・解除の指示（震度６弱未満で総務局人事部から全教職員へのTAIMS送信を含 

む。） 
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第４章 校舎等（構造部材・非構造部材）の耐震対策 
 

東京都は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）の一部改正（平成１８

年１月２６日施行）に基づき、地震により想定される被害の半減を目指して、都内の住宅・建築物の耐

震化を促進し、災害に強い東京を実現することを目的とする東京都耐震改修促進計画（以下「都計画」

という。）を平成１９年３月に策定した。都計画では、消防署・警察署、学校、病院等の防災上重要な

公共建築物については重点的に耐震化を促進するとし、令和元年度末時点で９８．５％が耐震性を満た

している。都教育委員会は、都立学校を都計画の対象外の建築物であっても、児童・生徒等が常時利用

する棟については、安全確保のため耐震化を図ることとし、平成２２年度末までに全都立学校の耐震化

を完了した。 

また、都教育委員会では国庫補助金に加え、平成２０年度から独自の財政支援及び人的支援を区市町

村教育委員会に行っており、公立小中学校施設における耐震化率は、平成２４年４月現在、９６．７％

となっている。 

さらに児童・生徒等のほか、地域の避難所機能として都民の命を守る学校施設の更なる安全を確保す

るため、東日本大震災の被害状況を踏まえ、天井高が高く照明器具等の取付けや落下防止の措置に不具

合があると、地震の時に重大事故につながるおそれがある体育館、武道場等及び昇降口等の非構造部材
※1について、都立学校全校で耐震化を図っている。 

公立小中学校施設における非構造部材の耐震化については、都立学校において実施した専門家による

点検の取組を紹介するなどして、区市町村の取組を支援している。今後も、国の動向を踏まえつつ、非

構造部材の耐震化に係る財政支援等を行い、区市町村の取組を支援していく。 

また、学校は、施設を日常的に使用している立場から、日々活動する中で施設・設備の不具合を見つ

け、危険箇所を察知できる立場にある。このため、文部科学省の「学校施設の非構造部材の耐震化ガイ

ドブック」※2（平成２７年３月改訂版、平成３１年３月追補版）に掲載されている「点検チェックリス

ト」により、日常・定期的に点検を行い、異常が認められた場合は、都立学校施設維持管理業務に関す

る通知に基づき、修繕業務受託事業者（TEPRO）に相談する。 

※ 1「非構造部材」･･･天井材、内装材、照明器具、窓ガラス、書棚等 

※ 2「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック」 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/1291462.htm 

 

 

第５章 ヘリサインの整備 
 

東日本大震災では、津波被害や道路寸断などにより、地上からの災害活動が困難を極める中、機動性

のあるヘリコプターでの上空からの災害活動が効果を発揮した。 

震災時には、被災地上空から被害状況を確認するとともに、地上の救助機関部隊や災害対策本部と連

携するために、迅速・効率的なヘリコプターによる応急対策活動を行う。ヘリサインは、避難所など、

災害対策上重要な施設を上空から即時に特定するための応援航空部隊の道しるべとして、重要な役割を

果たす。 

ヘリサインの整備に当たっては、平成２２年４月に決定された「九都県市首脳会議防災対策委員会に

よる申し合わせ」を基準にする。 

都立学校は、帰宅困難者の一時滞在施設や区市町村との協定による避難所等となっているため、 

ヘリコプターでの救急搬送や救援物資搬送などが行われることが十分に想定される。 

こうしたことから、原則、校舎屋上等にヘリサインを設置している。 


